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牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
に
対
す
る
修
正
案

　
牛
の
個
体
識
別
の
た
め
の
情
報
の
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
五
章
　
輸
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
第
五
章
　
雑
則
（
第
十
九
条
―
第
二
十
二
条
）

　
目
次
中
「
第
十
八
条
」
を
「
第
十
六
条
」
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
　
第
六
章
　
雑
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
章
　
罰
則
（
第
二
十
三
条
・
第
二
十
四
条
）
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
章
　
罰
則

さ
れ
た
牛
肉
に
関
す
る
措
置
（
第
十
七
条
―
第
二
十
一
条
）

（
第
二
十
二
条
―
第
二
十
七
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

　
第
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
輸
入
牛
肉
」
と
は
、
食
用
に
供
さ
れ
る
輸
入
さ
れ
た
牛
肉
（
こ
れ
を
原
料
又
は
材
料
と
し
て

製
造
し
、
加
工
し
、
又
は
調
理
し
た
も
の
そ
の
他
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、

牛
の
個
体
の
識
別
の
た
め
の
情
報
の
適
正
な
管
理
及
び
伝
達
に
関
す
る
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
る
国
又
は
地
域
と
し
て
農
林

水
産
大
臣
が
指
定
し
た
国
又
は
地
域
（
以
下
「
指
定
国
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
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第
十
六
条
第
一
項
中
「
限
る
。
」
の
下
に
「
第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十

八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
」
を
加
え
る
。

　
第
二
十
四
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

　
第
二
十
三
条
第
三
号
中
「
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
三
条
第
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
中
「
第
十
九
条
第
一
項

か
ら
第
三
項
」
を
「
第
二
十
四
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
六
号
と
し
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
七

条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
八

条
と
す
る
。

四
　
第
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
特
定
輸
入
牛
肉
台
帳
を
作
成
せ
ず
、
特
定
輸
入
牛
肉
台
帳
に
記
載
し
、
若
し
く
は
記

録
す
べ
き
事
項
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
、
又
は
特
定
輸
入
牛

肉
台
帳
を
保
存
し
な
か
っ
た
者

　
「
第
六
章
　
罰
則
」
を
「
第
七
章
　
罰
則
」
に
改
め
る
。

　
第
五
章
中
第
二
十
二
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
六
条
と
し
、
第
二
十
条
を
第
二
十
五
条
と
す
る
。

　
第
十
九
条
第
三
項
中
「
特
定
牛
肉
若
し
く
は
特
定
料
理
」
を
「
特
定
牛
肉
若
し
く
は
特
定
輸
入
牛
肉
若
し
く
は
特
定
料
理
若
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し
く
は
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
又
は
特
定
料
理
」
を
「
若
し
く
は
特
定
輸
入
牛
肉
又
は
特
定
料

理
若
し
く
は
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と

し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を
「
前

各
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
四
条
と
す
る
。

４
　
農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
定
輸
入
牛
肉
輸
入
者
に
対
し
、
必

要
な
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
輸
入
者
の
事
務
所
、
事
業
場
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
特

定
輸
入
牛
肉
台
帳
、
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
第
五
章
　
雑
則
」
を
削
る
。

　
第
十
八
条
第
二
項
中
「
又
は
第
四
項
」
を
「
若
し
く
は
第
四
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十

九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
第
一
項
若
し

く
は
同
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
」
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と

す
る
。

　
第
十
七
条
中
「
又
は
特
定
料
理
」
を
「
、
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
又
は
特
定
料
理
若
し
く
は
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
」
に
改
め
、
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同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

　
第
十
六
条
の
次
に
次
の
一
章
及
び
章
名
を
加
え
る
。

　
　
第
五
章
　
輸
入
さ
れ
た
牛
肉
に
関
す
る
措
置

　
（
特
定
輸
入
牛
肉
輸
入
者
に
よ
る
特
定
輸
入
牛
肉
台
帳
の
作
成
等
）

第
十
七
条
　
特
定
輸
入
牛
肉
を
輸
入
す
る
者
（
以
下
「
特
定
輸
入
牛
肉
輸
入
者
」
と
い
う
。
）
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
輸
入
牛
肉
台
帳
（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
っ
て
調
製
す
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
し
、

当
該
台
帳
に
特
定
輸
入
牛
肉
ご
と
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
指
定
国
等
の
名
称

二
　
当
該
指
定
国
等
の
制
度
に
お
け
る
個
体
識
別
番
号
に
相
当
す
る
番
号
又
は
記
号

三
　
特
定
輸
入
牛
肉
の
輸
入
の
年
月
日

四
　
そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項

　
（
販
売
業
者
に
よ
る
特
定
輸
入
牛
肉
に
係
る
表
示
）

第
十
八
条
　
販
売
業
者
は
、
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
を
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定



 5

輸
入
牛
肉
若
し
く
は
そ
の
容
器
、
包
装
若
し
く
は
送
り
状
又
は
そ
の
店
舗
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
輸
入

者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
以
下
「
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
」
と

い
う
。
）
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
販
売
業
者
は
、
一
の
特
定
輸
入
牛
肉
に
つ
い
て
一
の
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
を
表
示
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
を
す
る
と
き
は
、
一
の

特
定
輸
入
牛
肉
に
つ
い
て
二
以
上
の
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
い
ず
れ
の
牛
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
こ
と
が
困
難
な
特
定
輸
入
牛
肉
で
あ
る
こ
と
。

二
　
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
頭
数
以
下
の
牛
か
ら
得
ら
れ
た
特
定
輸
入
牛
肉
で
あ
る
こ
と
。

３
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
販
売
業
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
の

表
示
に
代
え
て
、
特
定
輸
入
牛
肉
荷
口
番
号
（
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
に
係
る
番
号
又
は
記
号
以
外
の
番
号
又
は
記
号
で

特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
に
対
応
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
前
項
の
場
合
に
は
、
販
売
業
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
氏
名
又
は
名
称
を
併
せ
て
表
示
す

る
と
と
も
に
、
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
の
相
手
方
、
消
費
者
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
荷
口
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番
号
に
対
応
す
る
特
定
輸
入
牛
肉
表
示
事
項
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
者
が
定
め
た
特
定
輸
入

牛
肉
荷
口
番
号
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
他
の
者
の
氏
名
又
は
名
称

を
表
示
し
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
（
販
売
業
者
に
よ
る
輸
入
牛
肉
に
係
る
表
示
）

第
十
九
条
　
販
売
業
者
は
、
輸
入
牛
肉
（
食
用
に
供
さ
れ
る
輸
入
さ
れ
た
牛
肉
の
う
ち
特
定
輸
入
牛
肉
以
外
の
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
販
売
を
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
輸
入
牛
肉
若
し
く
は
そ
の
容
器
、

包
装
若
し
く
は
送
り
状
又
は
そ
の
店
舗
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
輸
入
牛
肉
が
特
定
輸
入
牛
肉
で
は
な
い
旨
の
表
示
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
特
定
料
理
提
供
業
者
に
よ
る
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
に
係
る
表
示
）

第
二
十
条
　
特
定
料
理
提
供
業
者
は
、
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
（
特
定
料
理
の
う
ち
特
定
輸
入
牛
肉
を
主
た
る
材
料
と
す
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
提
供
を
す
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
料
理

又
は
そ
の
店
舗
の
見
や
す
い
場
所
に
、
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
の
主
た
る
材
料
で
あ
る
特
定
輸
入
牛
肉
に
係
る
特
定
輸
入

牛
肉
表
示
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２
　
第
十
八
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二

項
中
「
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
料
理
提
供
業
者
」
と
、
「
一
の
特
定
輸
入
牛
肉
に
」
と
あ
る
の
は
「
一
の
特
定
輸

入
牛
肉
料
理
に
」
と
、
「
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
輸
入
牛
肉
を
主
た
る
材
料
と
す
る
特
定
料
理
の
提

供
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
販
売
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
料
理
提
供
業
者
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
販
売
業
者
」
と
あ

る
の
は
「
特
定
料
理
提
供
業
者
」
と
、
「
当
該
特
定
輸
入
牛
肉
の
販
売
の
相
手
方
、
消
費
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
特
定
輸

入
牛
肉
を
主
た
る
材
料
と
す
る
特
定
料
理
の
提
供
の
相
手
方
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

　
（
農
林
水
産
省
令
へ
の
委
任
）

第
二
十
一
条
　
こ
の
章
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
輸
入
牛
肉
台
帳
、
特
定
輸
入
牛
肉
に
係
る
表
示
、
輸
入
牛
肉
に
係
る

表
示
及
び
特
定
輸
入
牛
肉
料
理
に
係
る
表
示
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
。

　
　
　
第
六
章
　
雑
則

　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中
「
、
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
、
第
五
章
、
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
第
三
項

及
び
第
四
項
」
に
、
「
第
二
十
三
条
第
三
号
（
第
十
八
条
第
四
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
号
（
第
二
十
三
条
第
四
項
」
に
、

「
及
び
第
五
号
（
第
十
九
条
第
三
項
」
を
「
、
第
五
号
及
び
第
六
号
（
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
四
条
中
「
第
四
章
」
の
下
に
「
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
」
を
加
え
る
。

　
附
則
第
八
条
の
う
ち
第
十
条
の
改
正
規
定
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
九
条
と
す
る
。

　
附
則
第
七
条
を
附
則
第
八
条
と
し
、
附
則
第
六
条
を
附
則
第
七
条
と
し
、
附
則
第
五
条
を
附
則
第
六
条
と
し
、
附
則
第
四
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
五
条
　
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
前
に
輸
入
さ
れ
た
牛
肉
に
つ
い
て
は
、
第
五
章
、
第
二
十
二
条
及
び
第
二
十

三
条
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る
罰
則
を
含
む
。
）
は
、
適
用
し
な
い
。


